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①本市における取組主な経緯

平成２９年度 再犯防止に係る所管部署決定

平成３０年度 モデル事業（伴走型入口支援事業）を開始

令和元年度 事業実施、中間評価

令和２年度
・最終効果検証
・法務省への成果報告

令和３年度 再犯防止推進計画を策定・公表

令和４年度～
計画に基づく様々な取り組みを実施
・立ち直り支援コーディネート機関の設置
・立ち直り支援推進企業等認定制度を創設 等
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事 業 内 容

対 象 者

事 業 期 間

名古屋市再犯防止推進モデル事業

司法と福祉をつなぐコーディネート機関を設置。
犯罪をした人等を福祉関係機関に適切につなぎ、
継続的な支援を行う

万引き等の比較的軽微な犯罪をして起訴猶予と

なった人のうち、福祉的支援を必要とする高齢者、

障害者等、若者

平成３１年１月～令和２年６月（１年半）



事業の成果をもとに、犯罪をした人等を必要な支

援に円滑につなぐとともに、継続的なフォロー

アップができる仕組みの整備を目指す

実施結果

実 績

82名

主な効果

• 既存の機関にはできないきめ細やかな対応やフォローアップ、再犯時の
継続的な支援など、支援の隙間を埋めることができた

• 特に、複合的な課題があって他機関の連携や調整が必要なケースなどで、
コーディネート機関の存在意義が大きいことがわかった
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名古屋市再犯防止推進計画

計画の目的

犯罪をした人等を地域社会の一員として包摂し、その立ち直りを支

援することで、誰もが犯罪の被害者や加害者になることなく安心・

安全に暮らすことのできる社会を実現する

位置付け等

• 国の計画を踏まえ、単独計画として策定

• 国や県との適切な役割分担を踏まえて策定

計画期間

令和4年度から令和9年度の6年間

（計画策定後3年をめどに中間評価を行い、必要な見直しを行う）

https://www.city.nagoya.jp/sportsshimin/page/0000151188.html

 詳しくはこちらをご覧ください
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名古屋市再犯防止推進計画

重点課題

１ 国・県・民間との連携による一貫した支援

２ 住居・就労の確保

３ 福祉・保健医療サービス等の提供

４ 少年の非行防止・立ち直り支援

５ 民間協力者の活動促進、広報・啓発活動等
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計画策定後の取組状況

（重点課題１）
犯罪した人等に寄り添い、一貫して支援する体制の整備

「名古屋市立ち直り支援コーディネート機関」を令和4年10月～設置

【名古屋市立ち直り支援コーディネート機関】

高齢、障害、生活困窮等により支援を必要とする起訴猶予者等に対し、

検察庁等から依頼を受け、関係機関と連携して必要な支援に係る調整

や本人に寄り添った相談対応、継続的なフォローアップ等を一貫して

行い、地域での安定した生活に繋げる伴走型支援を実施する。
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計画策定後の取組状況

（重点課題１）
犯罪した人等に対する重層的な支援ネットワークの整備

• 伴走型支援の実施等において、対象者の支援に係る関係機関との恒

常的な連携の確保及び強化、関係機関の適切な役割分担に基づく支

援に向けた働きかけを行うほか、地域の社会資源の掘り起こし等、

地域支援ネットワークの構築を行う

⇒支援関係機関を対象に、年1回程度、会議又は研修会を開催し、支援

事例等の報告を行い、課題検討を行う

（令和4年12月、令和6年2月、令和6年11月）
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計画策定後の取組状況

（重点課題２）
協力雇用主の社会的評価の向上

「名古屋市立ち直り支援推進企業等認定制度」を創設（令和5年12月～）

【名古屋市立ち直り支援推進企業等認定制度】

犯罪や非行をした人を一定期間雇用した協力雇用主を「立ち直り支

援推進企業」として、また、協力雇用主を下請として積極的に活用

する事業者を「立ち直り支援応援企業」として認定する。
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ご清聴ありがとうございました


